
香芝市告示第６４号 

 香芝市建設工事等請負業者選定委員会設置要綱を次のように定める。 

  令和７年３月３１日 

                     香芝市長 三 橋 和 史 

   香芝市建設工事等請負業者選定委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 香芝市が発注する建設工事（建設業法（昭和２４年法律第１００号）

第２条第１項に規定する建設工事をいう。）の請負、測量・建設コンサルタ

ント等の業務の委託又は第４条第２項の会長が必要と認める役務の提供を受

ける委託（以下「建設工事等」という。）の契約に係る競争入札に参加させ

る者及び随意契約の相手方（以下「請負業者」という。）の選定等を厳正か

つ公正に行うため、香芝市建設工事等請負業者選定委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

 (1) 個別案件の入札の方法に関する調査及び審議 

 (2) 請負業者の選定等に関する調査及び審議 

 (3) 入札参加資格者の入札参加停止等に関する調査及び審議 

 (4) 総合評価落札方式の実施に関する調査及び審議 

 (5) プロポーザル方式の実施に関する調査及び審議 

 (6) その他建設工事等の執行につき必要と認める事項 

 （組織） 

第３条 委員会は、副市長、香芝市行政組織条例（平成５年条例第４号）第１

条に規定する部及び室の長並びに教育委員会事務局教育部長の職にある者を

もって組織する。 

 （会長及び副会長） 

第４条 委員会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、副市長をもって充て、会務を統括する。 

３ 副会長は、総務部長をもって充てる。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

 （会議） 

第５条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、緊急又はや

むを得ない場合は、持ち回り審議をもって委員会の会議に代えることができ

る。 



２ 委員会は、委員会の構成員（以下「構成員」という。）の過半数が出席し

なければ会議を開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

 （会議の非公開） 

第６条 委員会の会議は、公開しない。 

 （関係職員の出席等） 

第７条 会長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、意見を

聴くことができる。 

 （報告等） 

第８条 会長は、委員会の結果を市長に報告しなければならない。 

２ 会長は、委員会の結果を指名競争入札及び随意契約にあっては結果通知書

（第１号様式）により、一般競争入札にあっては結果通知書（第２号様式）

により速やかに担当所管課に通知しなければならない。 

３ 会長は、委員会の審議のうち請負業者の選定等の結果については、香芝市

建設工事等請負業者選定委員会録（第３号様式）により作成しなければなら

ない。 

 （庶務） 

第９条 委員会の庶務は、工事等請負業者の選定に関する事務を所掌する課に

おいて処理する。 

 （その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、

会長が委員会に諮って定める。 

   附 則 

 （施行期日等） 

１ この要綱（以下「新要綱」という。）は、公布の日から施行し、令和７年

１月２９日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 新要綱の施行の際現に香芝市建設工事等請負業者選定委員会設置要綱を廃

止する要綱（令和７年 月 日施行）による廃止前の香芝市建設工事等請負

業者選定委員会設置要綱第９条第２項の規定によりなされた通知は、新要綱

第８条第２項の規定よりなされた通知とみなす。



第１号様式（第８条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

香芝市建設工事等請負業者選定委員会  

会長              

 

指名業者（選定・承認）結果について（通知） 

 

      年  月  日に開催された選定委員会において、次のとおり決

定したので通知します。 

 

 工事（業務）名 

 

 工事（業務）場所    香芝市 

 

  業 者 名 代 表 者 住 所 

        

        

        

        

        

        

        

        



第２号様式（第８条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

           様 

 

香芝市建設工事等請負業者選定委員会  

会長              

 

一般競争入札に参加するための必要な資格の承認結果について（通知） 

 

     年  月  日に開催された選定委員会において、次のとおり決定

したので通知します。 

 

 工事（業務）名 

 

 工事（業務）場所    香芝市 

 

資格要件 

入札参加資格 

登 録 業 種  

格 付 け 区 分 

（市内業者） 

 

経 営 事 項 審 査 等  

事業所の所在地に関する条件  

そ    の    他  

 



第３号様式（第８条関係） 

 

香芝市建設工事等請負業者選定委員会録 

第   号  

開 催 日 年  月  日 

開 催 場 所  

出 席 者  

契 約 の 方 法 一般競争入札 ・ 指名競争入札 ・ 随意契約 

工 事 ( 業 務 ) 名  

工事 (業務 )番号  

工事 (業務 )場所 香芝市 

工 期 等     年  月  日～    年  月  日 

工事(委託)概算額  

資 格 要 件 

(契約業者氏名 ) 

(指名業者氏名 ) 

 

 

 

 

 

備 考  

工事 (業務 )担当 

所 管 課 
 

 上記のとおり選定（承認）した。 

 

      年  月  日 

 

香芝市建設工事等請負業者選定委員会  

会長              


